
   横須賀市未成年後見人支援事業実施要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、横須賀市児童相談所が支援を行う児童等について、その

未成年後見に係る報酬等を助成することにより、未成年後見人の確保を図る

とともに、費用負担が困難な児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資する

ことを目的とする。  

（助成要件）  

第２条  横須賀市未成年後見人支援事業（以下「本事業」という。）における

助成要件は、次の要件をすべて満たした場合とする。  

 (１ ) 未成年後見人が、次に掲げるいずれかに該当する者（以下「助成対象未

成年後見人」という。）であること。  

  ア  横須賀市児童相談所長（以下「児童相談所長」という。）が、児童福

祉法（昭和 22年法律第  164号）第 33条の８の規定に基づき家庭裁判所に

対して未成年後見人の選任請求を行い、家庭裁判所が選任した者  

  イ  ア以外の者で、次のいずれかに該当する児童等の未成年後見人  

   (ア ) 保護者のいない児童等又は保護者に監護させることが不適当である

と認められる児童等  

   (イ ) 親族が監護・養育能力又は財産管理能力の全部又は一部を欠くた 

め、親族以外の者を後見人として選任せざるを得ない状況にある児童

等  

 (２ ) 未成年被後見人となる児童等（以下「被後見人」という。）の年齢が満

18歳未満であること。  

 (３ ) 被後見人は、横須賀市児童相談所が支援を行う児童等であること。ただ

し、未成年後見人が第１号イに掲げる者であるときは、この限りでない。  

 (４ ) 被後見人の預貯金の額並びに有価証券等及び不動産の評価額（以下「資

産等」という。）の合計が、  1,700万円未満であること。  

 (５ ) 助成対象未成年後見人が、被後見人の民法（明治 29年第 89号）第  725条

に規定する親族以外の者であること。ただし、児童福祉法第 27条第１項第

３号の規定により措置され、又は委託されている児童等であって、当該児

童等が入所している施設の法人若しくは当該法人の職員又は委託されてい

る里親は対象としない（これらの者が被後見人の施設退所後の自立に備え

て未成年後見人になった場合を除く。）。  

（事業内容）  

第３条  本事業における助成額は、予算の範囲内で次に掲げるとおりとする。  



 (１ ) 被後見人及び助成対象未成年後見人（以下「助成対象未成年後見人等」

という。）が加入する損害賠償保険料の額とし、児童虐待防止対策支援事

業の実施について（平成 17年５月２日付雇児発第 0502001号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。）の定めにより、公

益社団法人日本社会福祉士会（以下「日本社会福祉士会」という。）が運

営する未成年後見人補償制度に加入するための保険料の全額を助成する。  

 (２ ) 助成対象未成年後見人が被後見人から受け取るべき報酬額とし、月額２

万円を限度とする。  

（保険料助成の申請）  

第４条  助成対象未成年後見人等は、前条第１号に規定する助成（以下「保険

料助成」という。）を受けようとする場合は、横須賀市未成年後見人支援事

業（保険料助成）申請書（第１号様式）に未成年後見人補償制度加入依頼書

（日本社会福祉士会が運営する未成年後見業務賠償保険への加入依頼書をい

う。以下同じ。）を添えて、市長に提出しなければならない。  

（損害賠償保険の加入）  

第５条  市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、内容を確認し、横須賀

市未成年後見人支援事業（保険料助成）（決定・却下）通知書（第２号様

式）により申請を行った助成対象未成年後見人等に結果を通知するものとす

る。  

２  前項の規定により横須賀市未成年後見人支援事業（保険料助成）決定通知

書を助成対象未成年後見人等に通知する場合は、市長は、日本社会福祉士会

に対し、助成対象未成年後見人等が加入する損害賠償保険の加入の申込みを

行うものとする。  

（保険料の支払）  

第６条  市長は、日本社会福祉士会から未成年後見業務賠償保険に係る保険料

の請求書の提出を受けたときは、助成対象未成年後見人等に代わって支払う

ものとする。  

２  日本社会福祉士会から未成年後見業務賠償保険に係る加入者証を受けたと

きは、速やかに当該加入者証を助成対象未成年後見人等に送付するものとす

る。  

（事故等の報告）  

第７条  前条第２項の加入者証を受けた助成対象未成年後見人等に生じた損害

に対し、保険料の支払いを求める場合は、事故発生報告書を市長に提出しな

ければならない。  



（保険料助成の継続）  

第８条  助成対象未成年後見人等は、保険料助成を翌年度も受けようとする場

合は、３月１日から３月 15日までの間に横須賀市未成年後見人支援事業（保

険料助成）申請書に未成年後見人補償制度加入依頼書を添えて市長に提出し

なければならない。  

（報酬助成の申請手続き）  

第９条  助成対象未成年後見人は、第３条第２号の規定により報酬を受けよう

とするときは、民法第  853条から第  856条まで及び第  857条の２に規定する

後見の事務を行った後、横須賀市未成年後見人支援事業（報酬助成）申請書

（第３号様式）に横須賀市未成年後見人支援事業資産状況届出書（第４号様

式）及び横須賀市未成年後見人支援事業資産状況等調査同意書（第５号様

式）を添えて市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、助成対象未成年後見人等の

状況を訪問等により調査し、その調査結果を横須賀市未成年後見人支援事業

（報酬助成）（決定・却下）通知書（第６号様式）により、申請を行った助

成対象未成年後見人に通知するものとする。  

（報酬助成金の支払）  

第 10条  横須賀市未成年後見人支援事業（報酬助成）決定通知書の送付を受け

た助成対象未成年後見人は、横須賀市未成年後見人支援事業（報酬助成）請

求書（第７号様式）に報酬付与審判書（家庭裁判所に対し未成年後見人報酬

付与の申立後発出された審判書をいう。）の写しを添えて、報酬の支払いを

請求しなければならない。  

（助成対象未成年後見人の報告義務）  

第 11条  助成対象未成年後見人は、次のいずれかに該当した場合は、速やかに

横須賀市未成年後見人支援事業状況変更・喪失届出書（第８号様式）に横須

賀市未成年後見人支援事業資産状況等調査同意書を添えて、市長に提出しな

ければならない。  

 (１ ) 被後見人の資産等の合計が  1,700万円以上となったとき。  

 (２ ) 被後見人の未成年後見人を辞任したとき。  

 (３ ) 被後見人の未成年後見人を解任されたとき。  

 (４ ) 被後見人が婚姻したとき。  

 (５ ) 被後見人が死亡したとき。  

 (６ ) 被後見人の住所又は氏名が変わったとき。  

 (７ ) 助成対象未成年後見人の住所又は氏名が変わったとき。  



（未成年後見人支援事業の取消し）  

第 12条  横須賀市児童相談所が被後見人への支援を行わなくなったときは、市

長は、速やかに横須賀市未成年後見人支援事業取消通知書（第９号様式）に

より、その旨を助成対象未成年後見人に通知しなければならない。  

（未成年後見人支援事業の終了）   

第 13条  第 11条の届出の事由が同条第１号から第５号に掲げる場合又は前条に

規定する場合の報酬の支払いは、その事実が発生した日を含む月までとす  

 る。  

（譲渡等の禁止）  

第 14条  未成年後見人支援事業を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供

してはならない。  

（助成金の返還）  

第 15条  市長は、本事業における助成の支給後、助成対象未成年後見人等の状

況が第 11条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当していることを確

認した場合は、未成年後見人支援事業の決定の全部又は一部を取り消し、横

須賀市未成年後見人支援事業取消通知書により、その旨を通知するものとす

る。この場合において、市長は、本事業における助成金を受給した者に対し

て支給済みの助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。  

   附  則  

 この要綱は、平成 25年 10月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 



第１号様式（第４条関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業（保険料助成）申請書  

 

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                   住   所  

            未成年後見人  氏   名         

                   電話番号  

 

                   住   所  

           未成年被後見人  氏   名  

                   電話番号  

家庭裁判所の未成年後見人選任  

審判書に記載された未成年後見  

人の開始日  

 

児童福祉施設（入  

所している場合に  

限る。）  

施  設  名   

入所開始日   

 



第２号様式（第５条第１項関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業（保険料助成）（決定・却下）通知書  

 

 

                          年  月  日  

未成年後見人  

        様  

                 横須賀市長         印  

 

    年  月  日に申請がありました、横須賀市未成年後見人支援事  

業（保険料助成）について、次のとおり（決定・却下）しましたので通  

知します。  

決 定 内 容  保険料助成決定  ・  保険料助成却下  

未
成
年
被
後
見
人 

住   所   

氏   名   

生年月日   

備     考  

 

 



第３号様式（第９条第１項関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業（報酬助成）申請書  

 

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                  住   所  

           未成年後見人  氏   名          

                  電話番号  

 

                  住   所  

          未成年被後見人  氏   名  

                  電話番号  

申     請     額   

助  成  対  象  期  間   

入所期間（対象  

期間内に施設入  

所がある場合に  

限る。）  

施設名   

期  間   

 



第４号様式（第９条第１項関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業資産状況届出書  

 

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                  住   所  

           未成年後見人  氏   名  

                  電話番号  

 

                  住   所  

          未成年被後見人  氏   名  

                  電話番号  

資 

産 
の 

内 

訳 

現     金   

預   貯   金   

有 価 証 券   

不   動   産   

その他の資産   

資 産 の 合 計   

 



第５号様式（第９条第１項関係）  

 

 

 

 

横須賀市未成年後見人支援事業資産状況等調査同意書  

 

 

  （あて先）横須賀市長  

 

 

   横須賀市未成年後見人支援事業における資産状況の届出内容につい 

  て、関係機関に調査・照会を行うこと及び本同意書を関係機関に開示す  

  ることに同意します。  

 

 

       年  月  日  

 

                    住   所  

            未成年被後見人  氏   名          

                    電話番号  

 

                    住   所  

             未成年後見人  氏   名          

                    電話番号  



第６号様式（第９条第２項関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業（報酬助成）（決定・却下）通知書  

 

 

                          年  月  日  

未成年後見人  

        様  

                 横須賀市長         印  

 

    年  月  日に申請がありました、横須賀市未成年後見人支援事  

業（報酬助成）について、次のとおり（決定・却下）しましたので通知  

します。  

決 定 内 容  報酬助成決定  ・  報酬助成却下  

助 成 金 額   

未
成
年
被
後
見
人 

住   所   

氏   名   

生年月日   

備     考  

 

 



第７号様式（第 10条関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業（報酬助成）請求書  

 

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                  住   所  

           未成年後見人  氏   名          

                  電話番号  

 

                  住   所  

          未成年被後見人  氏   名  

                  電話番号  

請   求   金   額   

助 成 対 象 期 間   

助  成  金  

振込口座  

金融機関名   

支  店  名   

口 座 種 別  普通預金  ・  当座預金  

口 座 番 号   

口座名義人
フ リ ガ ナ

 

 

 

 



第８号様式（第 11条関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業状況変更・喪失届出書  

 

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                  住   所  

           未成年後見人  氏   名          

                  電話番号  

 

                  住   所  

          未成年被後見人  氏   名  

                  電話番号  

変 更 年 月 日    

変 更 事 項  変    更    前  変    更    後  

   

 



第９号様式（第 12条関係）  

 

横須賀市未成年後見人支援事業取消通知書  

 

 

                          年  月  日  

未成年後見人  

        様  

                 横須賀市長         印  

 

 横須賀市未成年後見人支援事業について、次の理由により取り消しま  

したので通知します。  

助 成 の 種 類  保険料助成  ・  報酬助成  

取 消 日   

取 消 理 由   

未
成
年
被
後
見
人 

住   所   

氏   名   

生年月日   

 


